
0305 8 版 年度内の事業化について部長説明に伴い追加

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱 

 (目的) 

第１条 市長は、市内中小企業者の生産性向上を図り、競争力強化を支援するため、浜松市 

産業用ロボット導入支援事業費補助金（以下「補助金」という。）について、予算の範囲

内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、浜松市補助金交付規則（昭

和 55年浜松市規則第 17号。以下「規則」という。）及びこの交付要綱の定めるところに

よるものとする。 

(補助対象者) 

第２条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に住所又は事務所を有する中小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154

号）第 2条に規定する中小企業者をいう。） 

 (2) 前年度に本補助金の交付を受けていないこと。 

(3) 市税を完納している者であること。 

(4) 納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収

義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由が

ある者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

(1) 暴力団（浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」とい

う。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団員等と密接な関係を有する者 

(4) 前３号に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査

役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他

の団体 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は（以下「補助事業」という。）、浜松市内の事業所におい

て、産業用ロボットを導入することにより、生産性向上を図る事業とする。ただし、導

入済の産業用ロボットの更新は対象外とする。

（補助対象期間） 

第４条 補助事業の期間は、補助金の交付決定の日からその日が属する年度の 2 月末まで

とする。 
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（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下｢対象経費｣という。）は、別表 1 のとおりとする。

ただし、消費税、地方消費税及び印紙税は対象外とし、対象経費が本補助金以外の国又

は地方公共団体における補助金等の対象となったときは、補助の対象としないものとす

る。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、対象経費の合計の 2 分の 1 以内の額とし、1 件当たり 5,000 千円を

限度とする。

(交付の申請) 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、浜松市産業用ロボット導入支援事業費

補助金交付申請書（第 1 号様式）に必要事項を記載し、次の各号に掲げる添付書類を付

して、市長が定める時期までに提出しなければならない。 

(1)  事業計画書 

(2)  決算書（直近 2期分）又は確定申告書（直近 2期分） 

(3)  会社案内等の企業概要資料 

(4)  市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し 

 (5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補

助金を交付すべきであると認めたときは、補助金交付決定通知書（第 2 号様式）を通知

するものとする。また、不交付と認められたときは、その旨を通知するものとする。 

２ 市長は前項の審査において、専門家の意見を聞くことができる。 

 （交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる事項につき条

件を付するものとする。 

 (1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなけ

ればならない。 

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合 

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(2) 補助金は当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

(3) 補助事業者は、補助事業に基づく事業状況について、補助事業年度の終了後 3年間

にわたり、毎年 1回、市長に報告しなければならない。 
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(4) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難とな

った場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(5) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合に

おいては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の

全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。 

(6) 補助事業者は、規則第 17 条第 1 項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受

け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったと

きは、規則第 18 条の 2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付する。 

(7) 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を

納付しない場合、規則第 18 条の 3の規定に基づき、他の交付すべき補助金について

その交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（変更の交付申請） 

第１０条 補助事業者は、前条第 1 号の規定に基づき、補助事業の内容を変更しようとす

る場合は、変更承認兼変更交付申請書（第 6 号様式）をその他必要書類と併せて市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認め

た場合において、交付決定金額に変更を生じるときは、変更交付決定通知書（第 7 号様

式）、交付決定金額に変更が生じないときは、変更承認通知書（第 8号様式）を補助事業

者に通知するものとする。 

（事業の中止） 

第１１条 補助事業者は、第 9 条第 1 号の規定に基づき、補助事業を中止しようとする場

合は、事業中止届（第 9号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の中止届の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認め

た場合において、中止承認通知書（第 10 号様式）を補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告書） 

第１２条 補助事業者は、補助事業完了後 10 日以内に、補助事業実績報告書（第 11 号様

式）をその他必要書類と併せて市長に提出しなければならない。 

 （交付の確定） 

第１３条 市長は、第 12条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書（第 12 号様式）を

補助事業者に通知するものとする。 
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 （請求の手続き） 

第１４条 補助金の交付確定通知書の交付を受けた補助事業者は、補助金交付確定通知書

を受領した日から起算して 5日以内に補助金請求書（第 13 号様式）を市長に提出し、補

助金を請求しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１５条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定取消

通知書（第 14号様式）をもって補助金交付の決定を取消すことができる。 

(1) 規則第 17条第 1項各号に該当するとき 

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(3) 第 9条の規定に基づく交付の条件に違反したとき。

(4) 補助金の決定後に、補助金対象事業と同一の事業において他の助成制度による財政

的支援を受けたとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認める事由が生じたとき。 

（財産の管理等） 

第１６条 補助事業者は、規則第１９条に規定する補助事業により取得し、又は効用の増

加した財産について、保管状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期

間保管しておかなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１７条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、補助金の全部に相当する金額を

市に納付した場合を除き、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、

補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又

は取り壊してはならない。 

２ 財産の処分を制限する期間（以下、処分制限期間という。）は、財産の取得日と財産

を事業の用に供した日のいずれか遅い方を起算日として、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間のとおりとする。 

３ 第１項の承認を受けようとする補助事業者は、財産処分承認申請書（第３号様式）

により市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認すべきである

と認めたときは、当該申請者に対し、財産処分承認通知書（第４様式）により通知す

るものとする。 

５ 第４項の承認を受けた補助事業者が当該承認にかかる財産を処分したときは、その
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内容について財産処分報告書（第５号様式）により市長に報告するものとする。ただ

し、第５項第 1 号に該当する財産処分であって、第５号様式による市長への報告があ

ったものについては、市長の承認があったものとして取り扱うものとする。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

この要綱は、令和 6 年 4 月 1 日から施行し、令和 6 年度から令和 8 年度までの補助

金に適用する。 
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別表 1（第 5条関係） 

補助対象経費区分 内容 

産業用ロボット導入に

要する経費 

産業用ロボットの購入、搬入、据付若しくは調整等、産業用ロボ

ットの導入に要する経費 

導入に伴う付帯経費 産業用ロボットの導入に伴い必要となった、構築物又は既設の機

械装置等の移設に要する経費、及び活用に必要な技術指導の受入

に要する経費 

その他経費 ここに掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費 



第１号様式（第７条関係） 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

住所又は所在地 

  名 称                

代表者役職・氏名 

生年月日（個人の場合）               

※代表者名は代表者の署名または記名押印 

(個人の場合は署名または記名押印、法人の場合は法人代表者印↑) 

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付申請書

  浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱第7条の規定に基づき、下記のとおり

補助金を交付されるよう関係書類を添えて提出します。 

記 

１ 補助金交付申請額              円 

２ 補助対象経費                円 

３ 事業開始予定年月日 令和    年  月  日 

４ 事業完了予定年月日 令和    年  月  日 

５ 市税の納付又は納入の状況の確認についての同意（同意する場合は下記に を記入）

  □ 浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱第 2 条の規定により、市におい

て、申請者の市税の納付又は納入状況について確認することに同意します。

６ 暴力団排除に関する誓約（誓約及び承諾する場合は下記に を記入）

□ 浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金の交付申請にあたり、下記事項について

誓約し、承諾します。

（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。

・暴力団（浜松市暴力団排除条例(平成２４年浜松市条例第８１号。以下「条例」とい

う。)第２条第１号に規定する暴力団をいう。）

・暴力団員等（条例第２条第４号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）

・暴力団員等と密接な関係を有する者

・（法人その他の団体の場合）上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社

員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべきもの、支配人及び清算

人をいう。）となっている法人その他の団体

（２）浜松市が暴力団排除に必要な場合には、静岡県警察本部又は管轄警察署に照会する

ことを承諾します。

受付番号   



事業計画書 

１ 申請者の概要 

（１）申請者の概要 

申

請

者 

（フリガナ） 

氏名又は名称 

代表者の 

役職及び氏名 

住所又は 

所在地 

（〒   －    ） 

※補助事業の実施が、本社の所在地と異なる場合の実施場所 

（〒   －    ） 

現在の事業の

概要 

設立年月日 年   月   日 従業員数         人 

資 本 金 千円  

主な株主又は

出資者 
（出資比率の高いもの

から記載し、大企業は

【 】に○を記載して

ください。6 番目以降は

「ほか○社（者）」と記

載してください。 

 株主名又は出資者名 大企業 出資比率（%） 

①  【  】  

②  【  】  

③  【  】  

④  【  】  

⑤  【  】  

⑥ ほか  社（者）  

事業実績 
（直近２期分） 

決算期 第 期（R ． ．～R ． ．） 第 期（R ． ．～R ． ．）

①売上高 千円 千円 

②経常利益 千円 千円 

連

絡

先 

担当者の 

役職及び氏名 

電話番号、FAX 

メールアドレス

TEL： FAX： 

メールアドレス： 

（２）申請者の沿革 

年 月 日 事      項 

（添付書類） 

① 決算書（直近２期分）又は確定申告書（直近２期分） 

② 事業概要（企業・製品パンフレット等）  

③ 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し 



２ 事業計画の内容 
※用紙サイズは原則としてＡ４で統一し片面印刷としてください。 

（１）事業名称 

（２）事業計画の概要 
※250 字以内で簡潔に記載してください。 

（３）導入の目的

（４）導入の背景

（５）導入する工程

（６）現在の状況

（７）導入後の機器構成等



（８）導入効果

①生産性向上の目標
次のいずれかに○をして、具体的な目標を下に記載すること。（複数選択可

□   作業人数の削減     →        ％削減
□   労働時間の短縮     →        ％短縮
□   生産量の増大      →        ％増大
□   生産コストの削減    →        ％削減

②目標の根拠（ロボット導入前と導入後の上記生産性向上の根拠となる数字） 

※別紙、添付でも可（様式は任意） 

（例） 

・生産量比較、要員配置、コスト削減等

（９）産業用ロボット導入までの工期（スケジュール）



３ 経営計画及び資金計画                 (単位：千円・％) 

（注）１ 網掛け部分⑨と⑱のそれぞれの額が計画年度ごとに一致していること。

   ２ ⑧人件費は、労務費、法定福利費、福利厚生費、退職金（引当金含む）、賞与、諸

手当を含む。

   ３ ⑩減価償却費は、繰延資産償却、リース・レンタル費用を含む。   

４ ⑫従業員数は、役員、派遣・短時間労働者を含む。（勤務時間によって人数を調整

すること）

   ５ ⑧人件費、⑩減価償却費は、②製造原価の内数とすること。

１年前 直近期末 １年後 ２年後

年 月期 年 月期 年 月期 年 月期

①売上高

②製造原価

③売上総利益(①－②) 
④売上原価率(②÷①) 
⑤販売費及び一般管理費

⑥営業利益

⑦経常利益

⑧人件費

⑨設備投資額

⑩減価償却費

 うち特別償却額

⑪付加価値額(⑥+⑧+⑩) 
⑫従業員数

⑬一人あたりの付加価値額

(⑪÷⑫) 
⑭自己資金

⑮借入金

⑯補助金

⑰その他

⑱資金調達額(⑭+⑮+⑯+⑰) 



４ 事業計画に要する経費 

（１）収支予算表 

（支 出）                  （単位：円）

科 目 補助対象経費 摘   要 

産業用ロボット導入経費   

導入に伴う付帯経費   

その他経費   

合  計   

※「補助対象経費」は、消費税を差し引いた金額を記入してください。ただし、消費税が該当しないものはその限りではあ

りません。 

（収 入）                  （単位：円）

科 目 金     額 摘     要 

補助金（見込み）   

自己資金   

借入金   

その他   

合  計   

※金額欄の合計は、「補助対象経費」の合計と一致するように記入してください。 

※自己資金については捻出の根拠、借入金については借入先を摘要欄に記入してください。 

※必要に応じて、根拠資料等を提出していただくことがあります。 



（２）科目別支出予算内訳 
※金額欄の計は、（1）収支予算表の支出の各科目の補助対象経費と一致するように記入してください。 

※必要に応じて、より詳細な資料を提出していただくことがあります。 

 ア 産業用ロボット導入経費                  

項 目 仕 様 数 量 単 価(円) 金 額（円） 備  考 

計 

 イ 導入に伴う付帯経費                  

項 目 仕 様 数 量（時間） 単 価(円) 金 額（円） 備  考

計 

ウ その他経費 

項 目 仕 様 数 量 単 価(円) 金 額（円） 備  考 

計 



第２号様式（第８条関係）

浜松市指令○○第  号

令和  年 月  日

様

浜松市長 

補助金交付決定通知書

令和  年  月  日付け申請のあった浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金に

ついて、浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱第 8条の規定に基づき、次のと

おり交付することに決定しましたので通知します。なお、補助金交付要綱第 9条の規定に基づ

き、下記のとおり条件を付します。 

金  額

千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円

記

（交付条件）
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

ア 補助事業の内容を変更しようとする場合 

イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(2) 補助金は当該補助事業以外の目的に使用してはならない。 

(3) 補助事業者は、補助事業に基づく事業状況について、補助事業年度の終了後 3 年間にわたり、毎年 1 回、市長に報告

しなければならない。 

(4) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告

してその指示を受けること。 

(5) 補助事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的

に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。 

(6) 補助事業者は、規則第 17条第 1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたと

き又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、規則第 18条の 2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に

納付する。 

(7) 補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金の全部又は一部を納付しない場合、規則第 18 条の 3   

の規定に基づき、他の交付すべき補助金についてその交付を一時停止し、又は未納額との相殺をする場合がある。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

                                                   以上 



第３号様式（第１７条関係）

                          令和  年  月  日

（あて先）浜松市長

財産処分承認申請書

住所又は所在地

  名 称               

代表者役職・氏名               
（署名または記名押印 

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金により取得した財産について、浜松市産業用ロ

ボット導入支援事業費補助金交付要綱第１７条第３項に基づく財産処分の承認を受けたいの

で、関係書類を添えて申請します。

１ 処分財産の内容

（１）名称

（２）所在地

（３）構造

（４）数量

（５）取得年月日及び経過年数

（６）残存年数

（７）総事業費、補助額及び補助率

（８）その他

２ 処分の方法、理由等

（１）処分の方法

（２）処分の理由

（３）財産処分納金額及び算定根拠

（４）処分予定年月日

（５）その他



第４号様式（第１７条関係）

                          令和  年  月  日

      様

浜松市長

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金に係る財産処分承認通知書

令和 年 月 日付けで申請のあった浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金に係る

財産処分について以下のとおり条件を付して承認します。

記

1 処分財産の名称

2 財産処分納付金及び算定根拠

3 その他    



第５号様式（第１７条関係）

年  月  日

（あて先）浜松市長

財産処分報告書

住所又は所在地

       名 称               

代表者役職・氏名               

（署名または記名押印

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金により取得した財産を処分したので関係書類

を添えて報告します。

１ 処分財産の内容

（１）名称

（２）所在地

（３）構造

（４）数量

（５）取得年月日及び経過年数

（６）残存年数

（７）総事業費、補助額及び補助率

（８）その他

２ 処分の方法、理由等

（１）処分の方法

（２）処分の理由

（３）財産処分納金額及び算定根拠

（４）処分予定年月日

（５）その他



第６号様式（第１０条関係）

                          令和  年  月  日

（あて先）浜松市長

住所又は所在地

  名 称               

代表者役職・氏名               
※代表者名は代表者の署名または記名押印 

変更承認兼変更交付申請書

令和  年  月  日付け浜松市指令○○第  号で補助金の交付決定を受けた浜松市

産業用ロボット導入支援事業を下記のとおり変更したいので、浜松市産業用ロボット導入支援

事業費補助金交付要綱第 10条第 1項の規定に基づき、関係書類を添えて変更承認を申請する
とともに、交付額の変更を申請します。

記

１ 補 助 事 業 の 名 称

２ 補助金交付額決定日     令和   年   月   日

３ 補助金交付決定額     金            円

４ 変 更 内 容

                別紙「補助事業変更申請内容」のとおり

※ 添付書類

   上記変更内容のほか、関係する書類等があれば提出してください。



（別紙）

補助事業変更申請内容

１ 経費の変更                           （単位：円）

科 目 変更前 変更後

産業用ロボット導入経費 

導入に伴う付帯経費 

その他経費 

合 計 

２ 変更の理由（具体的に記載すること）

（１）変更内容の概要 



（２）科目別支出予算内訳 
※金額欄の計は、1 収支予算表の支出の各科目の補助対象経費（変更後）と一致するように記入してください。 

※必要に応じて、より詳細な資料を提出していただくことがあります。 

 産業用ロボット導入経費                  

項 目 仕 様 数 量 単 価(円) 金 額（円） 備  考 

計 

 導入に伴う付帯経費                    

項 目 仕 様 数 量（時間） 単 価(円) 金 額（円） 備  考

計 

その他経費 

項 目 仕 様 数 量 単 価(円) 金 額（円） 備  考 

計 



第７号様式（第１０条関係）

浜松市指令○○第   号

令和  年  月  日 

              様

浜松市長

変更交付決定通知書

令和  年  月  日付け申請のあった変更承認兼変更交付申請書について、浜松市産業

用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱第 10 条第 2 項の規定に基づき、変更を承認し、次

のとおり変更交付決定します。 

金  額

千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円



第８号様式（第１０条関係）

浜松市指令○○第   号

令和  年  月  日 

              様

浜松市長

変更承認通知書

令和  年  月  日付け申請のあった変更承認申請書について、浜松市産業用ロボット

導入支援事業費補助金交付要綱第 10 条第 2 項の規定に基づき、変更を承認しましたので通知

します。 



第９号様式（第１１条関係）

令和  年  月  日

（あて先）浜松市長 

住所又は所在地

  名 称               

代表者役職・氏名               ○印

※代表者名は署名または記名押印 

事業中止届 

 令和  年  月  日付け浜松市指令○○第  号で補助金の交付決定を受けた浜松市

産業用ロボット導入支援事業について、下記のとおり中止したいので、浜松市産業用ロボット

導入支援事業費補助金交付要綱第 11 条第 1項の規定に基づき事業の中止を届け出ます。 

記 

１．事業名 

２．採択時受付番号 

３．理由 

以上 



第１０号様式（第１１条関係）

浜 〇 〇 第   号 

令和  年  月  日 

 様

浜松市長

中止承認通知書

令和  年  月  日付けで届出のあった事業中止届について、浜松市産業用ロボット導

入支援事業費補助金交付要綱第 11 条第 2 項の規定に基づき、中止を承認しましたので通知し

ます。 

１．補助金交付決定通知番号 

２．事業名 



第１１号様式（第１２条関係） 

令和  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

住所又は所在地 

  名 称                

代表者役職・氏名               ○印
※代表者名は代表者の署名または記名押印 

補助事業実績報告書 

令和  年  月  日付け浜松市指令○○第  号で交付決定された事業が下記のとお

り完了したので、浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱第 12 条第 1 項の規定

に基づき報告します。 

記 

１ 完了年月日     令和  年  月  日 

２ 補助事業の実績 

    別紙「事業実績書」のとおり 

３ 交付確定を受けたい額 

    金          円 

４ 添付書類 

   見積書、納品書、請求書、領収書等 

受付番号   

 上記報告事項について審査しました。

  令和  年  月  日

審査担当者職氏名               ○印

 審査結果の意見



事 業 実 績 書 

１ 事業名（補助対象事業分野名） 

２ 本事業の成果 
   成果を具体的に記入   

※導入したロボットの説明、用途、機能、技術水準等も記載してください。 

３ 今後期待される効果と課題 

（１） 今後期待される効果等  ※事業成果により、もたらされる効果や定量的な目標数値を記載してください。

（２） 今後の課題  ※事業実施により、IoT 化に向けた課題があれば記載してください。

（３）補助事業において導入したロボットの写真を２枚以上添付のこと。（説明文を入れる

こと。） 

  ①                      ② 

説明：                    説明： 



４ 補助事業に要した経費 

(1) 総括収支決算表 

（支 出）                （単位：円）

科 目 決算額 予算額 

産業用ロボット導入経費  

導入に伴う付帯経費  

その他経費  

合  計

※「補助対象経費」の決算額、予算額を記入してください。 

（収 入）                 （単位：円）

科 目 決 算 額 予 算 額 

補助金（見込み）   

自己資金   

借入金   

その他   

合  計   

※「補助対象経費」の決算額、予算額を記入してください。 



(2) 科目別支出内訳 

ア 産業用ロボット導入経費                   

整理 

番号 

支払日 

※1  

支払金額 

（円）※2 

支払先 
（会社名等） 

購入商品、 

サービス等

の内容 

支払方法 

※3 

エビデンス 
見積書、 

納品書、 

請求書※4 

支払証明 

※5 

ア-1        

ア-2        

ア-3        

ア-4        

 合 計       

イ 導入に伴う付帯経費 

整理 

番号 

支払日 

※1  

支払金額 

（円）※2 

支払先 
（会社名等）

購入商品、 

サービス等

の内容 

支払方法 

※3 

エビデンス 
見積書、 

納品書、 

請求書※4 

支払証明 

※5 

イ-1        

イ-2        

イ-3        

イ-4        

 合 計       

ウ その他経費

整理 

番号 

支払日 

※1  

支払金額 

（円）※2 

支払先 
（会社名等）

購入商品、 

サービス等

の内容 

支払方法 

※3 

エビデンス 
見積書、 

納品書、 

請求書※4 

支払証明 

※5 

ウ-1        

ウ-2        

ウ-3        

ウ-4        

 合 計       

※１請求日ではありません。対象となるのは令和  年  月  日～令和  年  月  日に支払いを行ったものに限ります。支払

日順に記入してください。記入例「2024/7/30」 

※２支払金額には消費税を差し引いた金額を記入してください。ただし、消費税が該当しないものはその限りではありませ

ん。 

※３銀行振込、現金支払、カード決済からお選びください。 

※４購入商品等の内容がわかるもの（通常は見積書・納品書・請求書）を整理番号順に添付してください。添付したら添付

済みと記載してください。その際、消費税が含まれているものは、消費税を差し引いた金額が分かるようにしてくださ

い。 

※５支払いのエビデンスを整理番号順に添付してください。添付したらその種類を記載してください。 

（銀行振込の場合：領収証または、銀行振込明細、現金の場合：領収証、カード決済の場合：明細＋銀行引落し明細）



第１２号様式（第１３条関係）

浜 産 振 第   号

令和  年  月  日

              様

浜松市長

補助金交付確定通知書

令和  年  月  日付けの補助事業実績報告書を、浜松市産業用ロボット導入支援事業

費補助金交付要綱第 13 条の規定に基づき審査した結果、下記金額を当該補助事業に対する補

助金として確定しましたので通知します。

記

１ 交付確定額

金  額

千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円

２ 交付決定額      金           円

（注）上記確定額に不服がある場合は、書類受領後５日以内に書類をもって市長に異議の申し

立てができます。



第１３号様式（第１４条関係）

令和  年  月  日

（あて先）浜松市長

住所又は所在地

  名 称               

代表者役職・氏名               

補助金請求書

 令和  年  月  日付け浜産振第  号により補助金の交付額確定の通知書を受けた

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金について、浜松市産業用ロボット導入支援事業費

補助金交付要綱第 14 条の規定に基づき、次のとおり請求します。

記

１ 補 助 金 請 求 額

金  額

千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円

２ 補助金交付確定額     金             円

振込口座

金融機関名 銀行 ・ 信用金庫

支 店 名 本店 ・ 支店 ・ 支所

預 金 種 別 当座預金 ・ 普通預金

口 座 番 号

口 座 名 義



第１４号様式（第１５条関係）

浜 産 振 第   号 

令和  年  月  日 

 様

浜松市長

交付決定取消通知書

 令和  年  月  日付け第  号により補助金の交付を決定した当該補助事業につい

て、補助金交付決定を取消したので、浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付要綱第

15 条の規定に基づき通知します。

記

１．事業名 

２．採択時受付番号 

３．理由 


